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�愛媛県告示第９９９号
愛媛県物産観光センターの指定管理者との協議により、公の施設

の指定管理者の指定を次のとおり取り消した。

平成２４年８月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

愛媛県物産観光センター

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市大可賀二丁目１番２８号

社団法人愛媛県観光物産協会

３ 取り消した年月日

平成２４年７月３１日

�愛媛県告示第１０００号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに西条市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２４年８月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ西条玉津店 西条市玉津５６４番１ 大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジほか４
者

株式会社フジほか４
者

平成２３年
２月４日
外

平成２４年
７月２５日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに西条市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

� 目 次 �
告 示

○ 愛媛県物産観光センターの指定管理者の指定の取消し………………６８６

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等（２件）………………………６８６

○ 基本測量の実施の通知……………………………………………………６８７

○ 都市計画の変更に係る図書の写しの縦覧………………………………６８７

○ 道路の供用開始（県道松山伊予線）……………………………………６８７

○ 開発行為に関する工事の完了（２件）…………………………………６８７

○ 土地改良区役員の就退任の届出…………………………………………６８８

○ 土地改良区の定款変更の認可……………………………………………６８８

○ 道路の供用開始（県道内子河辺野村線）………………………………６８８

○ 落札者等の告示……………………………………………………………６８９

公 告

○ 特定非営利活動法人の設立の認証の申請の公告………………………６８９

○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請の公告（２件）……６８９

○ 採石業務管理者試験の実施………………………………………………６８９

公営企業公告

○ 重油の購入…………………………………………………………………６９０

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

発 行 愛 媛 県

告 示

毎週（火・金）曜日発行 第２３９１号 平成２４年８月３日

平成２４年８月３日金曜日 第２３９１号

愛 媛 県 報

６８６
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�愛媛県告示第１００２号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通

知があった。

平成２４年８月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（電子基準点現地調査）

２ 作業期間 平成２４年９月２０日から

平成２４年１２月２８日まで

３ 作業地域 今治市、新居浜市、西条市、四国中央市、上島町

�������
�愛媛県告示第１００３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、松山広域都市計画用途地域

の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧

に供する。

平成２４年８月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１００１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに西条市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２４年８月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ西条玉津店 西条市玉津５６４番１ 駐車場の位置及び収容台数 ５９３台 ２５７台 平成２５年
３月２６日

平成２４年
７月２５日

駐車場の自動車の出入口の数
及び位置 ３箇所 ２箇所

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに西条市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１００４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年８月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１００５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２４年８月３日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山伊予線
松山市古川南一丁目６２０番１地先から

同市古川南二丁目１１１１番８地先まで
平成２４年８月３日

愛 媛 県 報平成２４年８月３日 第２３９１号

６８７
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�愛媛県告示第１００７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

八幡浜市真穴土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２４年８月３日

愛媛県南予地方局長 山 本 龍 典

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１００８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

八幡浜市真穴土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２４年８月３日

愛媛県南予地方局長 山 本 龍 典

�愛媛県告示第１００６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２４年８月３日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第１００９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年８月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子河辺野村線
喜多郡内子町重松甲１５７５番４から

同町重松甲１７３３番１まで
平成２４年８月３日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２４中局建（開）第１５号

平成２４年７月２５日
東温市北野田字天神６４６番１

松山市北土居四丁目２８番４８号

リビングタウン北土居Ｈ１０２号

宮 本 賢 治

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２４中局建（開）第１６号

平成２４年７月２６日
東温市牛渕字牛頭守５９０番２

東温市田窪３０１５番地１６
ソレアード水木２０１号
野 本 優
野 本 弥 生

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 田 中 清 典 八幡浜市真網代乙１８４番地６

〃 宇都宮 輝 俊 八幡浜市穴井３番耕地５４３番地

〃 小笠原 保 八幡浜市真網代丙４３０番地１

〃 山 田 善 正 八幡浜市真網代丙６８６番地

〃 矢 野 哲 八幡浜市真網代丙２４７番地７

〃 楠 本 金 蔵 八幡浜市真網代乙２番地１

〃 井 上 光 義 八幡浜市穴井３番耕地５７１番地

〃 佐々木 茂 八幡浜市穴井３番耕地７１２番地

〃 阿 部 稔 八幡浜市真網代丙７７７番地

〃 藤 原 福 久 八幡浜市真網代丙６８４番地

〃 井 上 金 市 八幡浜市穴井３番耕地６０２番地

〃 大 本 定 一 八幡浜市穴井３番耕地６０３番地

監 事 冨 永 鶴 光 八幡浜市穴井３番耕地７０５番地

〃 阿 部 柳 次 八幡浜市真網代丙１番地

〃 城 戸 義 正 八幡浜市真網代丙４１４番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 門 石 長次郎 八幡浜市穴井３番耕地６４９番地

〃 門 石 要太郎 八幡浜市穴井１番耕地４番地

〃 田 中 清 典 八幡浜市真網代乙１８４番地６

〃 宇都宮 輝 俊 八幡浜市穴井３番耕地５４３番地

〃 小笠原 保 八幡浜市真網代丙４３０番地１

〃 山 田 善 正 八幡浜市真網代丙６８６番地

〃 矢 野 哲 八幡浜市真網代丙２４７番地７

〃 楠 本 金 蔵 八幡浜市真網代乙２番地１

〃 上 杉 洋 治 八幡浜市真網代丙４３６番地

〃 井 上 光 義 八幡浜市穴井３番耕地５７１番地

〃 山 内 宗 二 八幡浜市真網代丙６３９番地

〃 佐々木 茂 八幡浜市穴井３番耕地７１２番地

監 事 冨 永 鶴 光 八幡浜市穴井３番耕地７０５番地

〃 矢 野 源一郎 八幡浜市真網代丙５８７番地２

〃 二 宮 直 之 八幡浜市真網代乙３５４番地

愛 媛 県 報平成２４年８月３日 第２３９１号

６８８
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�公 告

採石業務管理者試験の実施について

採石法（昭和２５年法律第２９１号）第３２条の１３第１項の規定に基づ

き、採石業務管理者試験を次のとおり実施する。

平成２４年８月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の場所

松山市一番町四丁目４番地２

�愛媛県告示第１０１０号
次のとおり落札者を決定した。

平成２４年８月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年８月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年８月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年８月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

落札に係る特定役務の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

教育情報通信ネットワークシステム
運用管理業務 一式

愛媛県教育委員会
事務局管理部教育
総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２４年６月２０日
富士通株式会社松山支
店
松山市永代町１３番地

３，６９６，０００円 一般競争入札 平成２４年５月１１日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年７月１０日 特定非営利活動法人
クローバー 武 田 美 保 松山市富久町３１６番地 この法人は、障害児者及びその家族に対して、

地域生活支援や余暇活動、社会体験の場を提供
し、児童及び者、その家族に対して、子どもの
健全育成と子育てに関する支援を行い、地域の
社会福祉に寄与する事を目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年７月１９日 特定非営利活動法人
愛媛県環境保全協会 石 丸 賢 治 松山市花園町４－６アプトン・パ

ーク２１ ３０２号
この法人は、産業型公害をはじめ地球温暖化な
どの環境問題について、環境保全技術の向上、
調査・研究、情報提供に取り組むとともに、県
民や事業者等に対する普及啓発、相談・助言、
様々な活動主体や地域が行う環境問題に対する
活動の支援を行うことにより、環境保全に寄与
することを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年７月１９日 特定非営利活動法人
えひめ障害者ヘルパーセンター 金 村 厚 司 松山市紅葉町３番４５号 障害者自立支援法に基づき、利用者とサービス

提供者とが対等な関係で過不足ないサービスが
提供され、サービスに直接携わる福祉従事者の
地位と資質が向上するよう、福祉社会の実現に
寄与することを目的とする。

愛 媛 県 報平成２４年８月３日 第２３９１号
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公営企業公告

愛媛県庁会議室（第一別館１１階会議室）

２ 試験の日時

平成２４年１０月１２日（金）１０時

３ 受験願書の提出期間

平成２４年９月５日（水）から同月１４日（金）まで。ただし、郵

送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

県庁土木部管理局土木管理課又は住所地を管轄する地方局建設

部若しくは土木事務所

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２４年８月３日

愛媛県立中央病院長

西 村 誠 明

１ 入札に付する事項

� 件名

重油の購入

� 購入物品名及び予定数量

重油（ＪＩＳ Ｋ２２０５ １種２号） 約８００，０００リットル

� 購入物品の内容等

入札説明書による。

� 納入期間

平成２４年１０月１日から平成２５年３月３１日まで

� 納入場所

愛媛県立中央病院

� 入札方法

入札金額は、１リットル当たりの単価を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パ－セントに相当する額を加算した金額をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契

約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「石油燃料類」について、平成２３・

２４・２５年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を

有すると認められた業者で、次の事項に該当する者。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 納入期間中に確実に納入できる体制が整備されていることを

証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県立中央病院事務局総務課会計係

〒７９０―００２４

愛媛県松山市春日町８３番地

電話 （０８９）９４７―１１１１ 内線 ２２２８

� 入札書の受領期限

平成２４年９月２７日（木）午後１時３０分

� 入札説明書の交付等

ア 交付期間

平成２４年８月３日（金）から９月１１日（火）までの執務時

間中（月曜日から金曜日まで（国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の午前８時

３０分から午後５時１５分までをいう。以下同じ。）

イ 交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２４年９月２７日（木）午後１時３０分

愛媛県立中央病院 東洋医学研究所 １階 会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示し

た物品を納入できることを証明する書類を平成２４年９月１１日

（火）までの執務時間中に３�に掲げる場所に提出しなけれ
ばならない。

なお、愛媛県立中央病院長から当該書類の内容に関し説明

を求められた場合は、これに応じなければならない。

イ 入札書は、封入して、受領期限までに提出しなければなら

ない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県立中央病院長が

判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条に

おいて例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定に

基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：Heavy

Oil（JIS K２２０５ class１ No．２）approximately８００，０００ liters

� Time limit of tender：１：３０ p．m．，２７ September２０１２

� For further information，please contact： Accounting

Section，General Affairs Division，Secretariat，Ehime

Prefectural Central Hospital，８３ Kasugamachi，Matsuyama，

Ehime７９０―００２４ Japan

TEL０８９―９４７―１１１１ Ext２２２８

平成２４年８月３日 発行
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